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令和4年3月8日

山中理司様

内閣官房内閣総務官室情報公開担当

お世話になっております。

山中様より送付いただきました、以下の令和4年3月2日付け行政文書開示請求書

に関して、同月7日 （月）のお電話をもって補正いただき、以下のとおり受け付けて

おりますので御連絡いたします｡

＜令和4年3月2日付け行政文書開示請求書（請求の宛先：内閣総務官）＞

・請求する行政文書の名称等

（補正前）

①「ドネツク人民共和国」 （自称）及び「ルハンスク人民共和国」 （自称）関係者並びにロシア連邦

の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」 （自称）との間の輸出入の禁止措置、ロシア

連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が

国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸

出の禁止等に関する措置について（令和4年2月26日付の閣議了解）

②ロシア連邦関係者及びロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置等について（令和4年

3月1日付の閣議了解）

(補正後）

以下の2つの案件に関する閣議書

①「ドネツク人民共和国」 （自称）及び「ルハンスク人民共和国」 （自称）関係者並びにロシア連邦

の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両｢共和国」 （自称）との間の輸出入の禁止措置、ロシア連

邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国に

おける証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の

禁止等に関する措置について（令和4年2月26日付の閣議了解）

②ロシア連邦関係者及びロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置等について(令和4年3

月1日付の閣議了解）

以上、よろしくお願いします。 【本件連絡先】

内閣官房内閣総務官室情報公開担当

03-5253-2111 (代表）


